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陳 情 審 議 結 果 

陳情（新規）・地域県土警察常任委員会 

受理番号及び 

受 理 年 月 日 
所 管 件   名 議決結果 

６年－36 

( R６.９.６ ) 
危 機 管 理 

住民の安全な避難を確保するため、屋内退避に関する対策及び災害対策が実行されるまで、島根原発

２号機再稼働の中止を中国電力に求める陳情 

不 採 択 

(R６.10.10) 

▼陳情事項 

原発で重大な事故が発生した際には、原発から５～30km 圏内住民には、環境中の放射線量が避難指示基準に達するまでの間を屋内退避するよ

う求められている。 

しかし、令和６年１月１日に発生した能登半島地震の被災状況からは、大地震と原発事故が重なった場合、屋内退避も避難も困難を極める状

況が発生することが顕在化した。この状況を受け、現在、原子力規制委員会に設置された「原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム」

において、議論が開始されている。 

原子力災害発生時において、住民の放射線による影響をできるだけ低減するために防護策を定める原子力災害対策指針は、決して住民が無用

に多大な被ばくをすることを容認してはいない。住民の無用な被ばくを避け、安全な避難を確保するために、原子力規制委員会による屋内退避

に関する検討結果はまとめられ、確実に「原子力災害広域避難計画」、「地域防災計画（原子力災害対策編）」にも反映されなければならない。 

また、災害発生時の被害をできるだけ小さくするための対策は、国と自治体の責任で行われることも欠かせない。これらの住民の安全な避難

対策が確実に実行されるまでは、住民のいのちを第一に考え、中国電力に対して再稼働を中止するよう求めること。 

 

▼所管委員長報告（R6.10.10 本会議）会議録暫定版 

原子力規制委員会は原子力災害対策指針における放射線の防護措置の考え方として、避難と屋内退避等を適切に組み合わせることにより、被

ばく線量の低減と被ばく以外の健康等への影響を抑えることができるとしており、能登半島地震を受けても、この基本的な考え方を変えるもの

ではなく、同指針の変更は必要ないとしている。加えて、同委員会は、「原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム」において、屋内退

避の最も効果的な運用の検討を進めているが、検討の前提として、同指針の基本方針は変更する必要がないとしていること。また、同委員会は、

能登半島地震に関しては、現時点で規制に反映すべき新たな知見は得られておらず、今後、原子力発電所に影響する新しい知見が得られた場合

には、規制に取り入れる必要があるか否かについて適切に判断していくという見解を示していること。 

能登半島地震を受け、本年４月に県は、国及び中国電力に対し、島根原発２号機の審査結果の妥当性及び避難計画の実効性について申入れを

行い、同年８月に島根原発２号機の審査結果は引き続き妥当であること、「島根地域の緊急時対応」は引き続き実効性に変わりがないとの回答を

得ており、県原子力安全顧問が専門的観点からこれら回答が妥当なものであることを確認していること。その上で、県は、島根原発２号機の安

全対策について、専門家、県民及び２市の意見を基本として、県議会での議論等も踏まえ、中国電力に対し意見を提出することとし、安全を第

一義として責任ある対応を強く求めるとともに、国に対して必要な要望を行うこととしており、その内容は妥当なものと考える。 

そのうち、国への要望事項において、能登半島地震の被災状況を踏まえ、引き続き国が責任をもって、避難計画の実効性の一層の強化のため

令和６年９月定例会 
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の支援や実動組織による万全の措置を講じるよう求めているとともに、能登半島地震の知見など、原子力発電所の安全性に関して新たな知見を

得たときは、規制基準を速やかに見直し厳格な審査を行うよう求めていること。 

また、中国電力への意見においては、複合災害時において避難の実効性が向上するよう所要の措置を講じることを求めるとともに、宍道断層

と鳥取沖西部断層との連動の可能性を含む地震・津波等の対策の在り方について、能登半島地震の知見をはじめ最新の科学的知見を収集し、見

直す必要がある際には速やかに更なる安全対策を講じるよう求めていること。加えて、鳥取県、米子市及び境港市が地域住民の安全を確保する

ため引き続き監視及び確認を続け、専門家の意見を踏まえ、安全協定の趣旨に則り必要な意見を提出し、所要の措置を求めていくこととしてい

ること。 

さらに、今後も、国等における能登半島地震を踏まえた検証や原子力規制委員会における検討チームの議論等に注視し、原子力安全顧問の意

見を伺いながら、必要に応じて本県の原子力防災対策に反映させていくこととしていること。 

なお、エネルギー政策は国の専管事項であり、国と中国電力において安全性を前提とした供給を第一とし、安定供給、経済効率性、環境への

適合が図られるものであること。 

そして、９月９日に開催された原子力安全対策合同会議では、これら回答内容について両市の原子力発電所環境安全対策協議会委員に対して

中国電力、国等から直接説明を行った際には多数の一般傍聴者が参加しており、また、同会議の様子は、県ホームページ上に会議動画が掲載さ

れていること。 

以上のことから、改めて措置を求めるまでもないという意見があり、「不採択」とすべきものと決定いたしました。 
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▼陳情理由 

原子力災害発生時においては、島根原子力発電所から 30km 圏内（ＵＰＺ）では５km 圏内住民の避難が完了し、避難指示発出の基準となる一定

の放射線量が計測されるまでは屋内退避が求められている。このことは、「原子力災害広域避難計画」、「地域防災計画（原子力災害対策編）」に

明記され、内閣府が確認した「島根地域緊急時対策」では、複合災害発生時においては「地震による家屋の倒壊等により、家屋における滞在が困

難な場合には、安全確保のため関係市が開設する近隣の指定避難所等への避難を実施する」とされている。また、全面緊急事態となり、続く余

震によって屋内退避が困難であれば、別の避難所又はＵＰＺ外の避難所に避難することとなっている。 

しかし、令和６年１月１日に発生した能登半島地震においては、多くの道路が損壊し、志賀原子力発電所 30km 圏内において最大８地区・約 400

人が８日間にわたって孤立状態となっていた。また、家屋の損壊により自宅内に留まることができなくなった住民も多く、避難所にも入れず、

車庫や自家用車の中、ビニールハウスの中などで過ごす住民もいた。倒壊家屋の下敷きとなり、救出を待ち続ける住民もいた中、北国新聞（８

月１日付）が報じるように、救助の前提である通れる道を把握することが困難を極め、石川県警も輪島、珠洲には当日は誰もたどり着けなかっ

たのが実態である。そこへ原発事故が重なっていれば、漏れ出した放射性物質が迫り、志賀原発周辺住民は一層の被ばくを強いられていたこと

だろう。 

この能登半島地震を経て、原子力規制委員会では「原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム」が設置され、来春の取りまとめをめ

ざして議論が続けられている。原子力災害発生時において、住民の放射線による影響をできるだけ低減するために防護策を定める原子力災害対

策指針は、決して住民が無用に多大な被ばくをすることを容認してはいない。原子力規制委員会による屋内退避に関する検討は、住民の無用な

被ばくを避け、安全な避難の確保に資するためにまとめられることを期待したいと思う。そして、その結果は、確実に「原子力災害広域避難計

画」、「地域防災計画（原子力災害対策編）」にも反映されなければならない。 

また、自然災害発生時の被害をできるだけ小さくするための道路や橋梁の損壊防止対策や家屋の耐震化等への対策は、国と自治体の責任で行

われることも欠かせない。 

これらの住民が安全に避難することができるための対策が確実に実行されるまでは、住民のいのちを第一に考え、中国電力に対して再稼働を

中止するよう求めていただきたい。 

▼提 出 者 

 さよなら島根原発ネットワーク・鳥取 
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現 状 と 県 の 取 組 状 況 

 危機管理部（原子力安全対策課） 

【現 状】 

１ 令和６年１月の能登半島地震では、家屋の倒壊や道路の寸断、能登半島北部での海底隆起等の被害が発生したものの、志賀原子力発電所において安全上

問題となる被害は確認されず、原子力災害も発生していない。また、内閣府調査では、全く避難ができないような状況は極めて限定的であったことが報告

されている。 

２ 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針における放射線の防護措置の考え方として、避難と屋内退避等を適切に組み合わせることにより、被ばく線量

の低減と被ばく以外の健康等への影響を抑えることができるとしており、能登半島地震を受けても、原子力災害対策指針における複合災害時の対応、放射

線の防護措置の基本的な考え方を変えるものではなく、同指針の変更は必要ないとしている。 

３ 一方、本年１月に開催された宮城県女川地域における原子力規制委員長との意見交換での地元自治体からの意見等を踏まえ、同委員会は、「原子力災害

時の屋内退避の運用に関する検討チーム」において、屋内退避の最も効果的な運用（屋内退避の対象範囲、実施期間、屋内退避の解除又は避難等への切替

え等）の検討を進めており、今年度内に検討結果を取りまとめるとしているが、検討の前提として、原子力災害対策指針の基本方針は変更する必要がない

としている。 

４ 国の原子力防災会議は、本県の避難計画を含む「島根地域の緊急時対応」について、原子力災害対策指針等に照らして具体的かつ合理的であるとして令

和３年９月に了承しており、一定の実効性があるものとして認められている。 
 

【県の取組状況】 

１ 本県の地域防災計画・避難計画では、原子力災害における複合災害時の対応について、「①まずは人命の安全を第一とし、自然災害に対する避難行動を

取る」、「②その安全が確保された後に、原子力災害に対する避難行動を取る」としており、地震等により家屋での屋内退避が出来ない場合は、コンクリー

ト屋内退避施設、近隣の避難所等で屋内退避を実施すること、必要に応じてＵＰＺ内外の避難所に移動し屋内退避することとしている。 

２ 避難所の耐震化率（ＵＰＺ内）は、境港市で100％、米子市で90％となっており、避難者はコンクリート屋内退避施設を含む指定避難所で収容可能であ

ることを確認している。 

３ 要支援者の避難については、支援者や自主防災組織、消防団等による支援に加え、必要に応じて自衛隊等の実動組織による重層的な支援により、必要な

対応を行うとともに、放射性物質放出後は、空間放射線量の推移を見ながら、実動組織の支援も受けながら、人命最優先で対応することとしている。 

４ 避難経路は複数設定しており、道路の被災状況に応じて、迂回路の設定、避難経路の変更、道路啓開等を行うこととしている。また、主要な避難経路で

ある県道米子境港線（県道47号線）では、橋梁背面の沈下防止対策、マンホール浮上防止対策の液状化対策を実施している。 

５ 能登半島地震を受け、本年４月に県は、国（原子力規制委員会、内閣府（原子力防災）、経済産業省）及び中国電力に対し、島根原発２号機の審査結果の

妥当性及び避難計画の実効性について申入れを行い、同年８月に島根原発２号機の審査結果は引き続き妥当であること、「島根地域の緊急時対応」は引き

続き実効性に変わりがないとの回答を得た。 

６ その上で、これら回答内容について、原子力安全顧問により専門的観点から確認した結果、これら回答が妥当なものであるとの意見を聴取している。 

７ 県では、島根原発での事故を想定した防災訓練を、実動組織等と連携し、陸路、海路、空路を活用して毎年実施しており、対応能力の向上を図るととも

に、その結果を検証し、教訓や最新の知見に基づき、地域防災計画・避難計画を修正して、継続的に計画の実効性向上に努めている。 
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８ 今後も、国等における能登半島地震を踏まえた検証や原子力規制委員会における検討チームの議論等に注視し、原子力安全顧問の意見を伺いながら、必

要に応じて本県の原子力防災対策に反映させていく。 

 

 


